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経営事項審査の流れ 

（納付方法別） 
 

 

 

 

 

１．埼玉県電子申請・届出サービスの場合 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

「埼玉県経営事項審査スマート予約システム」で審査の予約をとる 

「埼玉県電子申請・届出サービス」で手数料支払いの申込みをする 

スマホやパソコン等で支払い 

申請書類を建設管理課に郵送又は持参 

予約日の１週間

前までに行う 

予約日の１週間

前までに行う 

予約日の２～３

日前から可能 

予約日 
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２．窓口でのキャッシュレス決済の場合 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．納付書の場合 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

「埼玉県経営事項審査スマート予約システム」で審査の予約をとる 

建設管理課の窓口で支払い 

予約日の前日までに行う 

＊書類が未着の場合、支

払いはできません 

「埼玉県経営事項審査スマート予約システム」で審査の予約をとる 

申請書類を建設管理課に郵送又は持参 

申請書類を建設管理課に郵送又は持参 

予約日 

予約日に建設管理課から納付書を発送 

金融機関で支払い 

納付書の控えを建設管理課に FAX 

FAX が届いた日が

受理日となります 

窓口受付時間 

午前 9:00～11:15 

午後13:00～16:00  

納付書返送用封筒（宛

先記入済）を必ず同封 

予約日以前の発送はできませ

ん（来庁した場合も不可） 


